
小中連携校(上場小・大川内中)としての具体的な実践について
資 料

小中連携、一貫教育の推進について(文科省資料より)
1．目的、効果
（1）目的
○ 小中連携、一貫教育に取り組む学校、市町村においては、小学校から中学校への進学におい
て、新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、不登校等の生徒指導上の諸問題につながっ
ていく事態等（いわゆる中1ギャップ）に直面し、小学校から中学校への接続を円滑化する必要
性を認識し、小中連携、一貫教育に取り組み始めたケースが見られる。特に、学校間の連携・
接続に関する現状と課題認識においても述べたとおり、児童生徒の発達が早まっていることを
踏まえ、小学校高学年から中学校入学後までの期間に着目し、当該期間に重点的な取組を行う
例が見られる。

○ 小中連携、一貫教育に取り組み始めた契機がいわゆる中1ギャップに直面したことであったと
しても、学校、市町村においては、それぞれの取組にあたっての目的を明確化するとともに関
係者で共有し、学校全体で組織的に取り組むことで、小中一貫教育の成果を上げることが期待
される。

○ 全国で進められている小中連携、一貫教育の目的については、一般に、取組ごとに、学校、
市町村、地域住民等の様々な思いが込められていることから、全国的に見ると極めて多様であ
る。一つには、少子化の進行や地域コミュニティの弱体化、核家族化の進行により児童生徒の
人間関係が固定化しやすい中、小中連携、一貫教育の実施により、児童生徒が多様な教職員、
児童生徒と関わる機会を増やすことで、小学生の中学校進学に対する不安感を軽減することを
目的としている例がある。また、中学生が小学生との触れ合いを通じ、上級生である自らに自
覚的となることで自尊感情を高め、生徒の暴力行為や不登校、いじめの解消につなげていくこ
とを目的としている例もある。

○ 小学校の教員は全教科を教えるのに対し、中学校の教員は特定の教科を指導することや、小
・中学校では、対象とする児童生徒の発達の段階が異なることから、学習指導、生徒指導の方
法が異なるといったこともあり、小・中学校の教職員の職務の性質は自ずと異なってくること
となる。
学校、市町村の中には、小・中学校教職員間の違いを教職員同士が認めた上で互いに学び合

い、義務教育9年間で児童生徒を育てる発想を持つよう、教職員に対し促すことにより、教職員
に義務教育段階の教職員であることを認識してもらうことを目的としている例がある。そのた
めには、各学校長等の管理職がリーダーシップを発揮し、小・中学校教職員が一体となって取
り組んでいくことが考えられる。

○ 小中連携、一貫教育の実施により、小・中学校教職員が義務教育9年間の教育活動を理解した
上で、全体の教育活動において自分の果たすべき役割をしっかりと認識することで、9年間の系
統性を確保し、平成18年の教育基本法の改正、平成19年の学校教育法の改正において新たに規
定された、義務教育の目的、目標に掲げる資質、能力、態度等をよりよく養えるようにしてい
くことは、全ての小中連携、一貫教育に共通する基本的な目的たり得るものである。

○ また、小中一貫教育を導入する場合であっても、小・中学校それぞれの学校段階の教育の完
成の視点も併せ持つことが必要である。

（1）乗り入れ指導の実施
○ 小学校から中学校に進学した際、児童生徒の学習環境に生じる変化として、小学校において
は学級担任制であったのが、中学校においては教科担任制となることが挙げられる。それに伴
い、小学校教員の免許は全教科に対応した免許であったものが、中学校教員の免許は特定の教
科に対応したものとなる。
そうした小・中学校教育の変化に円滑に対応できるよう、小・中学校教職員間で指導の在り

方についてよく相談し、認識を共有しておくことが重要である。
現に、小中連携、一貫教育に取り組む多くの学校においては、小・中学校教職員が指導の在

り方について共通認識を持った上で乗り入れ指導を行い、小学校高学年段階等から教科担任制
を一部導入して指導したり、小学校から進学した生徒を見守りながら指導したりする取組が広
く行われている。
乗り入れ指導は、児童生徒の不安感の軽減、それによるいわゆる中1ギャップの解消、教員の

他校種に対する理解増進、義務教育段階を担当する教員であるとの意識変革、授業改善、小・
中学校教員、児童生徒の一体感の醸成等を図る仕組みとして、小・中学校教育の質向上の観点
から効果が上がっている例もあり、導入を積極的に図ることが望ましい。



○ 中学校教員による小学校への乗り入れ指導は、児童の中学校進学への不安軽減等の観点から
いわゆる中1ギャップの解消につながるものとして効果が高いと指摘されているが、乗り入れ指
導を行う際には、単に特定教科の免許を所有する中学校教員が小学校において指導するだけで
なく、小・中学校教員が互いの教育課程を理解した上で、小学校における教育課程のうち中学
校教員が担当する部分まであらかじめ検討しておくなどの工夫をすることで、より教育効果を
上げていくことが望ましい。

○ 中学校教員による小学校への乗り入れ指導は、中学校における学習への児童の興味関心を高
め、学習の楽しさを体験するとともに、中学校への進学に伴う不安を軽減すること等に意義が
あるものであり、児童が学習の楽しさを実感できるように工夫して行うのが望ましい。
乗り入れ指導が効果的であった事例については、国等が、これまでに乗り入れ指導を実践し

ている学校における成果を分析し、広く周知することにより、実践が更に蓄積されることが望
まれる。

○ また、乗り入れ指導の実施に当たっては、ICTを積極的に活用し、例えば、テレビ会議システ
ムを活用し、小・中学校の学級担任が小・中学校の教室において児童生徒とともにいるとの前
提で、互いの学校から離れた場所にある学校にいる教員が場所を移動せず、児童生徒向けに授
業をするような工夫も考えられる。ただし、小・中学校の児童生徒に対しては、その発達に与
える影響を考慮すると、教員が同じ教室の中で面と向かって授業を実施することが基本である
ので、そうしたことも踏まえた上でICTをツールとして十分に活用していく必要がある。
小・中学校教員が相互に学びあうことでそれぞれの力量を高める観点から、小・中学校教員

合同研修の実施や、小・中学校教員が互いに授業を見合う授業交流を行うことが考えられるが、
小・中学校の校舎が離れた場所にある場合には、合同研修実施の際にも、ICTを活用し、校舎間
の移動距離・時間を短縮するような工夫も考えられる。

○ 小学校において乗り入れ指導を実施する中学校教員は小学校教育の中でも特に高学年児童へ
の特定教科の指導技術を修得する必要があるように、個々の教員に応じ、特に修得が求められ
る指導技術は異なる。よって、都道府県や市町村においては、例えば、小学校6年間の全教科に
対応した研修メニューだけでなく、低・中・高学年の児童に対する指導に特化した研修や、特
定教科に限定した研修を実施するなど、修得したい指導技術ごとに研修を開講することについ
ても検討することが求められる。
また、小・中学校教員による合同研修により、互いの学校種における指導技術を身に付ける

ことも有効であると考えられる。

4．推進体制
○ 小中連携、一貫教育に取り組む市町村、学校においては、中学校区単位で小・中学校が連携、
一貫し教育を施しているものが多く見受けられるが、中学校区単位での連携、一貫教育の実施に
当たっては、各小・中学校のみならず、市町村教育委員会、地域住民や保護者等多様な者が関与
するような形態で、その推進体制についても適切に整えていくことが重要である。

（1）校内体制
○ 小中連携、一貫教育を推進する小・中学校においては、校長の人数、校務分掌、小・中学校
教員の連携の在り方等の面において様々な校内体制をとり得る。

○ 小中連携を推進する場合には、例えば、連携する各小・中学校において小中連携の主担当を
校務分掌として位置付け、当該教職員が取組の実施に当たっての企画立案や連絡調整を担うよ
うな形態をとることが考えられる。

○ 小中一貫教育の実施に当たっては、小・中学校9年間を見通した教育課程の編成が取組の要
となる。このため、例えば、小中一貫教育の教育課程編成の主担当を小・中学校の校務分掌と
して位置付けることが考えられる。それとともに、教職員が9年間を見通した教育課程の内容
について共有し、より実り多い教育活動を実施するために、例えば、あらかじめ年間計画に研
究会の日程を組み込む等の工夫をしながら、小・中学校の全教職員が9年間の教育課程に関す
る研究に、他の業務に過度に支障を来すことなく携わることができるような体制を構築するこ
とが望ましい。

○ また、小・中学校間の連絡調整機能をコーディネーターとして小・中学校の校務分掌として
位置付けることで、乗り入れ指導や合同行事の実施に向けての連絡調整を担うとともに、教員
や管理職と連携しながら、小中連携、一貫教育の内容に関する企画立案を行うような形態が考
えられる。

○ 小中一貫教育を推進している小・中学校において、小・中学校9年間を教育課程上「4・3・2」
等に区分している場合には、当該学年区分ごとに前期、中期、後期等と位置付け、区分ごとに
長を置き、学習や行事等の内容や方法について決定するための企画、連絡調整等の役割を担当
する、といった学年区分を意識した校務分掌の在り方としていくことも考えられる。



○ 特に、小・中学校施設を新たに一体として設置するような場合、そこで勤務する教職員が組
織的に職務を遂行できるようにするための工夫として、小・中学校別々に決定していた校務分
掌の在り方を見直し、例えば、教務関係、教科等関係、生徒指導関係等の部門を小・中学校教
職員合同で担当するような形態が考えられる。そのような形態とすることで、学年、学校を超
えて小・中学校教職員が一体となって校務に当たることとなり、小・中学校教員同士の日常的
な関わりが増え、相互の理解増進に資することになるものと考えられる。

（2）学校間の連携・協力体制
○ 小中連携、一貫教育の実施に当たり、小・中学校教職員がそれぞれの課題解決に資するため、
互いに授業を見合ったり、合同研修等を実施したりすることで、小・中学校教職員が互いの専
門性に学び、9年間の教育課程及び指導方法の理解に資することが学校間連携・協力体制作り
の第一歩である。

○ 小・中学校教職員がいかに情報交換し、交流していくか、という点も、小中連携、一貫教育
を実施する上で重要な視点である。中学校1年生時点で不登校児童生徒数等が大幅に増加する
が、不登校等の不適応については小学校段階で兆候があるとの指摘があることから、小・中学
校教職員がこれまで以上に綿密な情報交換をすることにより、より適切な対応につなげていく
ことが期待される。このため、小・中学校においては、個々の児童生徒に関する学習指導、生
徒指導上の課題を共有するため、密な情報交換の機会を意識的に設け、早い段階からの対処に
心がける必要がある。

○ 特別支援教育を要する児童生徒については、小学校から中学校へ教育支援計画を引き継ぐこ
とに加え、小学校における指導の経過を共有し、中学校教職員の、生徒の特性や障害の程度に
関するよりよい理解につなげていくことが考えられる。また、特別支援学級の合同授業や、特
別支援学級教員による相互参観、特別支援学級の児童、保護者による中学校の授業参観、小・
中学校合同の特別支援教育委員会の開催といった取組も考えられる。

○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは、個々の児童生徒に関する情報交換
の機会に参加するのみならず、自らそうした情報交換の機会を設ける役割を担ったり、学校支
援ボランティアとして学校の活動を支援する地域住民には、例えば、児童生徒の清掃活動や挨
拶運動等の課外活動時の協力をしたりする等、多様な関係者が小中連携、一貫教育の取組に関
わることが望ましい。

○ 小中一貫教育を実施する小・中学校において、例えば、小・中学校の施設が一体であること
で校長が1名であることが機能しやすい環境にある場合などに、校長を兼務させている例があ
る。校長が小・中学校の校長を兼務しており、当該校長が基本的に中学校にいる場合、当該校
長から命を受けた範囲で、例えば、小学校内部の事務処理や学校外部に対する連絡等を副校長
に任せるといったことも考えられる。校長の兼務により、組織の意思決定を迅速に行うことが
可能となり、児童生徒理解のための情報共有を目的とした合同会議や研修会が計画的に高い頻
度で設定できるといった利点が考えられるが、その場合には保護者から十分な理解を得る必要
がある。
一方、校長を兼務させることにより、例えば、小・中学校2校分の校務を掌握し、処理する

ことが必要となるため、校長の事務的な業務量の増加といった課題が生じる部分もあることか
ら、小・中学校それぞれに校長を1名ずつ置き、両校長間の連絡を密にすること等により、学
校間の連携・協力体制を整えていくことも考えられる。

○ 以上のように、小中連携、一貫教育推進のための体制を整備していくに当たっては、教職員
の過度な負担の解消をどのように図っていくかについて併せて検討する必要がある。乗り入れ
指導や授業交流、合同研修等の実施により、教職員の負担が増加することとなるので、これま
での校務の在り方を見直し効率化させる視点を持つことも重要である。その際、ICTを積極的
に活用することや、1校単位では克服できない課題であっても、小・中学校2、3校で連携する
ことで教職員集団が大きくなることを生かし、教員のみならず養護教諭、栄養教諭、事務職員
の連携も図り、2、3校全体としてどのように負担軽減していくかということも含め、考えてい
く必要がある。
上記のような点に留意しながら、小中連携、一貫教育を推進する体制を整備し、取組が軌道

に乗ることによりねらいが達成された場合には、最終的に、小・中学校教職員の根本的な負担
の軽減につながることにもなるものである。


